
姫路市障害福祉サービス等支給決定基準  

 

（目的）  

第１条 この基準は、厚生労働省通知「介護給付費等に係る支給決定事務等について

（事務処理要領）」及び「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に

定めるもののほか、当該通知の定めに基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援する法律（平成１７年法律第１２３号。以下、「総合支援法」という。）

に規定する障害福祉サービス及び相談支援、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号。以下、「児童福祉法」という。）に規定する障害児通所支援及び障害児相談支援

並びに姫路市地域生活支援事業の実施に関する要綱（平成１８年９月２９日制定。

以下、「要綱」という。）に定める支援（以下、「障害福祉サービス等」という。）に

係る支給決定を公平かつ適正に行うために定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この基準における用語の意義は、総合支援法、児童福祉法又は要綱等の関係

法令等において使用する用語の例による。  

（支給量）  

第３条 障害福祉サービス等の支給量は、１月を単位として決定する。  

２ 支給量は、総合支援法第２２条第６項に定めるサービス等利用計画案又は児童福

祉法第２１条の５の７第６項に定める障害児支援利用計画案を勘案し、別表第１及

び別表第２に掲げる支給量の合計を超えない範囲で決定するものとする。  

３ 前２項に規定する支給量を超える量の支給決定又は変更の決定（以下、「非定型支

給決定」という。）を行う必要があると認める場合は、総合支援法第１５条の規定に

基づき設置する姫路市障害認定審査会（以下、「審査会」という。）に意見を求める

ものとする。ただし、過去３年度の間に同等の内容に基づき意見を求めた場合は、

当該意見をもって代えることができる。  

４ 前項の規定にかかわらず、次のいずれにも該当する場合は、審査会の意見を求め

る手続を経ず、その必要な期間について、第２項又は前項に規定する支給量を超え

る支給決定を行うことができる。  

⑴   当該支給決定等についての切迫性があると市長が認めるとき。  

⑵   当該支給決定等についての非代替性があると市長が認めるとき。  

（非定型支給決定に係る審査）  

第４条 市長は、前条第３項の規定により審査会に意見を求める場合は、当該支給決



定案に非定型支給決定を行おうとする理由書、その他審査に必要な書類を添え、審

査会に提出しなければならない。  

（補則）  

第５条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

 

   附 則  

（施行期日）  

１ この基準は、令和５年１０月１日から適用する。ただし、別表第１放課後等デイ

サービスの項中「原則の日数」とあるのは、当分の間、「１９日」に読み替えるもの

とする。  

（経過措置）  

２ この基準による改正後の姫路市障害福祉サービス等支給決定基準の規定は、令和

５年１０月１日以降に適用が開始となる支給量について適用し、同日前に適用開始

となった支給量については、なお従前の例による。なお、当該支給量の決定の際に

審査会の意見があった場合は、第３条第３項ただし書きに規定する意見があったも

のとみなす。  

 （検討）  

３ この基準の適用後５年を目途として、改正後の規定の施行の状況について検討し、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

ただし、措置を講ずる場合は、障害福祉推進計画の内容を勘案しなければならない。  

 

別表第１ 基準支給量（第３条関係）  

サービスの種類  
支給量  

区分１  区分２  区分３  区分４  区分５  区分６  障害児  

身体介護  ８時間  10 時間  15 時間  27 時間  44 時間  63 時間  25 時間  

家事援助  16 時間  21 時間  30 時間  40 時間  63 時間  90 時間  36 時間  

通院等乗降介助  44 回  

重度訪問介護     154 時間  193 時間  275 時間  － 

同行援護及び移動支援  ６５時間  

 ただし、身体介護又は家事援助（他法による同等の

サービスを含む）と併給する場合は５０時間以下とす

る。  



行動援護  ５０時間  

重度障害者等包括支援  ９４，７７０単位  

短期入所及び日中短期入所  １４日（回）  

ただし、短期入所及び日中短期入所を併給する場

合、それぞれ１４日（回）を超えないものとし、かつ、

合計は２１日（回）以下とする。  

生活介護、自立訓練、就労

移行支援、就労継続支援及

び地域活動支援センター

（日中活動サービス等）  

原則の日数  

（各月の日数から８日を控除した日数。以下同じ）  

ただし、日中活動サービス等と併給する場合の合計

の日数は原則の日数以下とする。  

療養介護、施設入所支援、

宿泊型自立訓練、共同生活

援助、就労定着支援、自立

生活援助、地域移行支援、

地域定着支援及び福祉ホー

ム（居住系サービス）  

各月における暦日数（当該月の日数）  

ただし、共同生活援助に係る受託居宅介護サービス

については、事務処理要領の例による。  

児童発達支援（医療型児童

発達支援を含む）  

原則の日数  

居宅訪問型児童発達支援  １０日  

放課後等デイサービス  原則の日数  

 ただし、タイムケアを併給する場合、その合計の日

数（回数）は原則の日数（回数）以下とする。  

保育所等訪問支援  ２日  

タイムケア  ９回  

訪問入浴サービス  ５回  

備考 

１ 身体介護には通院等介助（身体介護を伴う場合）を、家事援助には通院等介

助（身体介護を伴わない場合）を含む。  

２ 重度訪問介護における移動介護加算対象の時間数は、５０時間以下とする。  

  ３ 重度障害者等包括支援に係る介護保険対象者については、６６，５４０単位

とする。  

４ 短期入所、日中短期入所、日中活動サービス等、児童発達支援（医療型児童



発達支援を含む）及び放課後等デイサービスについて、やむを得ない事由によ

り各項の支給量の欄に定める日数（回数）を超える利用の必要性が生じた場合

は、各月における暦日数（回数）以下で必要と認める日数（回数）とする。  

５ 居宅訪問型児童発達支援について、やむを得ない事由によりその項の支給量

の欄に定める日数を超える利用の必要性が生じた場合は、原則の日数以下で必

要と認める日数とする。  

６ 保育所等訪問支援について、やむを得ない事由によりその項の支給量の欄に

定める日数を超える利用の必要性が生じた場合は、１０日以下で必要と認める

日数とする。  

別表第２ 加算支給量  

加算項目  加算支給量  

重度訪問介護に係る支給決定を受ける

者であって、単身者又は同居者が疾病等

により介護困難、その他支援を要する世

帯の場合  

別表第１の基準支給量の５０％  

身体介護に係る支給決定を受ける重度

の障害児であって、支援を要する世帯の

場合  

別表第１の基準支給量の５０％  

 


